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問
い
合
わ
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
☎（
55
）2
8
7
9　

5（
55
）3
0
5
0

み
ん
な
で
守
ろ
う
、
寄
附
の
禁
止
！

　
政
治
家（
候
補
者
、
立
候
補
予
定
者
、
現
在
公
職
に
あ
る
人
）と
、
私
た
ち
有
権
者
の
間
に

は
、
寄
附
に
お
け
る
禁
止
事
項
が
あ
り
ま
す
。

　
寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
正
し
く
理
解
し
、
明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

・
祭
り
へ
の
寄
附
や
差
し
入
れ

・
町
内
会
の
集
会
や
旅
行
な
ど
の
催
し
へ
の
飲

　
食
物
の
差
し
入
れ

・
地
域
の
運
動
会
や
ス
ポ
ー

　
ツ
大
会
へ
の
飲
食
物
の
差

　
し
入
れ

・
お
中
元
、
お
歳
暮

・
秘
書
な
ど
が
代
理
で
出
席
す
る
場
合
の
結
婚

　
祝
い
、
香
典

・
葬
式
の
花
輪
、
供
花

・
落
成
式
、
開
店
祝
い
の
花
輪

・
入
学
祝
い
、
卒
業
祝
い

・
病
気
見
舞
い

　

選
挙
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
家
が

選
挙
区
内
の
人
に
寄
附
を
行
う
こ
と
は
、
次

の
も
の
を
除
き
、
全
て
罰
則
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

①
政
治
家
本
人
が
み
ず
か
ら
出
席
す
る
結
婚

　

披
露
宴
に
お
け
る
祝
儀

②
政
治
家
本
人
が
み
ず
か
ら
出
席
す
る
葬
式

　

や
通
夜
に
お
け
る
香
典

※
①
や
②
で
も
、
選
挙
に
関
し
て
行
わ
れ
た

　

場
合
や
、
通
常
一
般
の
社
交
の
程
度
を
超

　

え
て
い
る
場
合
は
処
罰
の
対
象
に
な
り
ま

　

す
。

※
政
治
家
以
外
の
人
が
、
政
治
家
名
義
の
寄

　

附
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

政
治
家
に
対
し
、
寄
附
を
す
る
よ
う
勧
誘

や
要
求
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

政
治
家
名
義
の
寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

祝

【
禁
止
さ
れ
て
い
る
寄
附（
例
）】

政
治
家
に
対
す
る
寄
附
の
勧
誘
・
要
求

の
禁
止

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止
！
有
権
者
が
求
め
る
こ
と
も
禁
止
！

明るい選挙キャラクター
　　「めいすいくん」

寄附禁止寄附禁止

★
寄
附
禁
止
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
選
挙
管
理

　

委
員
会
に
問
い
合
わ
せ
る
か
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

　

イ
ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

※
く
ら
し
と
市
政
→
市
政
情
報
→
選
挙
→
お
知
ら
せ
・

　
募
集
→
寄
附
禁
止

事 業 名 実施時期 申請窓口 問い合わせ
① 保育園等保育料

7月1日〜

こども
未来課

☎55-2762
555-2956② 私立幼稚園就園奨

励費補助金

③ ライフサポート事
業

障害
福祉課

☎55-2911
553-0151

④ 移動支援事業

⑤ 日常生活用具給付
等事業

⑥ 日中一時支援事業

⑦ 地域活動支援セン
ター事業

⑧ 紙おむつ支給事業

⑨ 訪問入浴サービス
事業

⑩ 富士市子育て短期
支援事業

こども
家庭課

☎55-2738
551-0247

⑪ 富士市母子生活支
援施設措置事業

⑫
富士市母子家庭等
高等職業訓練促進
給付金等事業

8月1日〜

⑬
富士市母子家庭等
医療費助成金支給
事業

9月1日〜

⑭ 市営住宅使用料 平成28年
4月1日〜

住宅
政策課

☎55-2817
557-2828

　

寡
婦（
夫
）控
除
は
、
所
得
税
法
や
地

方
税
法
に
基
づ
く
所
得
控
除
で
、
死
別

や
離
婚
に
よ
る
ひ
と
り
親
家
庭
に
適
用

さ
れ
る
制
度
で
す
が
、
婚
姻
歴
の
な
い

ひ
と
り
親
家
庭
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
、
市
が
行
っ
て
い
る
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
う
ち
、
所
得
金
額
な
ど
に
応
じ

て
利
用
料
金
な
ど
が
決
定
す
る
左
記
の

14
事
業
に
つ
い
て
、
婚
姻
歴
の
な
い
ひ

と
り
親
家
庭
に
も
寡
婦（
夫
）控
除
が
適

用
さ
れ
る
と
み
な
し
て
利
用
料
金
な
ど

を
決
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

◆
み
な
し
適
用
の
方
法

　

各
事
業
の
申
請
窓
口
で
、
対
象
者
か
ら
の

申
し
出
に
よ
り
受
け
付
け
、
審
査
・
決
定
し

ま
す
。

※
こ
の
み
な
し
適
用
は
、
左
記
事
業
の
負
担

　

額
算
定
な
ど
に
の
み
用
い
る
も
の
で
あ
り
、

　

税
法
上
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

　

せ
ん
。

★
詳
し
く
は
、
各
事
業
の
申
請
窓
口
に
問
い

　

合
わ
せ
る
か
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
ら

　

ん
く
だ
さ
い
。

※

寡
婦（
夫
）控
除
の
み
な
し
適
用
制
度
の
導
入

※
く
ら
し
と
市
政
→
健
康
・
福
祉
・
子
育
て
→
子
育

　
て
→
寡
婦（
夫
）控
除
の
み
な
し
適
用
制
度

※

婚
姻
歴
の
な
い
ひ
と
り
親
家
庭
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
！


